
お問い合わせは、津山農協の各支店または農業委員会（☎0868-54-2987）へ

 ⑦
 ──内職商法（サイドビジネス商法）──

　この手の商法は、新聞の折り込み広告や、電話勧誘で「在宅でパソコン内職ができ、高収入になる」「資
格、技術を身につけて在宅ワーク」、などと言って、契約すれば仕事を紹介する、と勧誘します。し
かし、実際には高額な教材、内職材料、機械機器を売りつけられて、ほとんど収入にはならない上に、
高額なクレジット支払いだけが残る、という商法です。教材や機器の代金が、毎月引き落とされるので、
業者に連絡を取るけれど、連絡がつかないこともあるようです。
　健康食品、化粧品、パソコン内職などが目立ち、主に若者や主婦が被害に遭っています。

────────── 被害に遭わないために ──────────
☆この商法は、『業務提供誘引販売取引』と言い、契約締結の前及び契約締結時に書面の交付が義務付
けられ、さらに、不実の告知（事実でないことを言うこと）、威迫困惑行為（脅したり、しつこかっ
たりする行為）、誇大広告等の禁止が法律で定められています。クーリング・オフ（無条件解約）期
間は20日間あります。
☆話があってもその場では即答せず、家族、友人、知人に相談し、分からないことがあれば消費生活
センターなどに相談してください。
☆簡単にお金儲けができるような、うまい話はこの世の中にはまず有りません。
　詳しい相談窓口は、岡山県消費生活センター・津山分室（☎0868-23-1247）です。

【お問い合わせ】町民環境課　本山　☎0868-54-2984
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